
                              議案第４４号  

 

       専 決 処 分 事 項 の 承 認 に つ い て        

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和７

年度鹿沼市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について、別紙のとおり専決

処分をしたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和８年６月２日提出 

                    鹿沼市長 松 井 正 一      



                               専決第７号  

 

            専  決  処  分  書             

 

       令和７年度鹿沼市国民健康保険特別会計補正予算        

       （第４号）について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分をする。 

  令和８年３月３１日 

                    鹿沼市長 松 井 正 一      



       令和７年度鹿沼市国民健康保険特別会計補正予算        

       （第４号） 

 

令和７年度鹿沼市の国民健康保険特別会計の補正予算（第４号）は、次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 294,942 千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,447,868 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 



歳　入 (単位：千円)

1 国民健康保険税 1,834,522 △6,500 1,828,022

1 国民健康保険税 1,834,522 △6,500 1,828,022

5 県支出金 6,799,715 △289,361 6,510,354

1 県負担金 23,684 △1,154 22,530

2 県補助金 6,776,030 △288,207 6,487,823

9 諸収入 66,278 919 67,197

4 雑入 25,273 919 26,192

9,742,810 △294,942 9,447,868 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補 正 額 計



歳　出 (単位：千円)

2 保険給付費 6,641,251 △321,584 6,319,667

1 療養諸費 5,771,869 △300,000 5,471,869

2 高額療養費 841,569 △21,584 819,985

4 保健事業費 118,458 △18,000 100,458

1 特定健康診査等事業費 118,458 △18,000 100,458

8 予備費 145,517 44,642 190,159

1 予備費 145,517 44,642 190,159

9,742,810 △294,942 9,447,868 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

款 項 補正前の額 補 正 額 計


